
⼊退室お知らせメール＋ポイントシステム規約

■ポイント譲渡の禁⽌

ポイントは該当塾⽣個⼈のみのものです。他の塾⽣には、例えそれが兄弟姉妹でも譲渡
することは出来ません。 

■ポイントの消失

ポイントの有効期限は特に設定しておりませんが、以下の場合は瞬時に全ポイントが消
滅します。 

１．該当塾⽣が退塾、または卒塾した場合。 
*2016/06/25再改訂

（中途退塾の場合、退塾予定前⽉の10⽇までに賞品交換申込書を提出してください。そ
れ以降のポイント交換はいかなる理由、事情があっても受け付けません。例えば９⽉⼀
杯で退塾予定の場合は８⽉10⽇までに提出して下さい。なお、中学３年⽣の卒塾の場合
は、*卒塾後直近のゴールデンウィーク休校前（例年４⽉25⽇前後）までに来塾の上、
提出して下さい。これ以降の提出はいかなる理由、事情があっても受け付けません。） 
２．当ゼミナールの判断で当システムの運⽤を中⽌した場合。 
３．当ゼミナールが閉業した場合。 
４．ポイント獲得において、該当塾⽣の不正があった場合。 

■ポイント付与の対象

ポイント付与の対象は当ゼミ在籍期間中の当ゼミ受講科⽬に対するもののみが対象とな
ります。 
従って、以下のような場合にはポイントは付与されません。 

１．当ゼミに⼊塾される前のテスト、通知票などの成績に対するポイント 
２．当ゼミで受講されていない科⽬の成績、検定試験などに対するポイント 

■ポイントの加算

ポイントが加算される時期は各ポイントにより異なりますが、⼊⼒処理に数⽇要する場
合もあります。
特に次のポイントはご注意下さい。

１．新規⼊塾者紹介ポイント 
  新規に⼊塾する者の⼊塾⼿続き完了以降。
２．夏期、冬期講習受講ポイント
  該当講習受講料の⼊⾦、引き落とし完了以降。
３．新年度継続、繰り上がり継続ポイント
  新年度受講料の⼊⾦、引き落とし完了以降。
４．校内テスト、通知表のポイント 
  ⼩学校の校内テストは答案、中学⽣は統計表提出以降、通知表は通知表提出以降。 



■入退室カード、ホルダーの再
発⾏

・次の場合は入退室カード、及びホルダーを再発⾏し、獲得ポイントも引き継げます
が、数百円の⼿数料を頂きます。

１．入退室カード(税込110円)、ホルダー(税込110円)、ストラップ(税込110円)
を紛失してしまった場合。
２．入退室カード、及びホルダーを破損してしまった場合。

・次の場合は無償で再発⾏します。

１．入退室カード、及びホルダーの不良品の場合。 
２．耐⽤期間を超え、QRコードを読み取れなくなった場合やホルダーが⾃然損傷した
場合。

■賞品

１．ポイント交換賞品は⼀例です。 
２．掲載されている賞品が、メーカーの製造中⽌などの都合で交換不可能な場合もあり
ます。 
３．賞品によってはお渡しするまで多少時間を頂く場合があります。 
４．⾊や形状など、細部でカタログ写真と異なる場合があります。 
５．⼀度プレゼントした賞品は不良品の場合を除き、交換、返品は出来ません。 
2016/05/26追記 
６．賞品を宅配便などで発送することは出来ません。塾内での⼿渡しのみです。 
７．賞品交換申込書受理後、約１ヶ⽉で賞品が塾側に到着します。卒、退塾などで申込
書提出後３ヶ⽉を過ぎても賞品を受け取りに来塾されない場合、商品を破棄する場合が
あります。 
８．⼤前提として、ポイント交換賞品は、頑張っている在塾⽣に対してのご褒美として
当ゼミが提供しております。中途退塾⽣のためのご提供ではありません。 

■お知らせメール

１．塾⽣の⼊退室時に配信するお知らせメールは、受信される端末のサーバーシステム
混雑などが原因で遅延する場合があります。 
２．お使いの端末の受信場所、混雑状況などの環境によって、遅延する場合がありま
す。 

■カード忘れ

塾⽣が入退室カードを忘れてきた場合、登塾した場合につく当⽇のポイントは加算され
ません。 


